
甲種防火管理新規資格付与講習の受講案内
                                                 　　　村 上 市 消 防 本 部
　消防法施行令第３条第１項第１号イの規定に基づく甲種防火管理新規資格付与講習を次により実施します。
  １　講習日時
      令和８年６月18日（木）・19日（金）の２日間
１日目　　午前９時00分 ～ 午後４時00分
２日目　　午前９時00分 ～ 午後３時00分
※　講習科目の一部免除を申請した場合、講習開始時刻が異なりますので
講習申請時に必ず確認して下さい。
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　講習科目の一部を免除する制度
　　　　消防用設備点検資格者講習及び自衛消防業務講習のいずれか又は全部を修了
している方は、申請を行うことにより講習科目の一部が免除となります。
　　　　※　詳細については、講習申請時に確認して下さい。
２　講習会場
      村 上 市 消 防 本 部 講 堂（３Ｆ）
      村上市塩町12番６号
　　　※エレベーターはございませんので、あらかじめご了承ください。
　３　受講定員
    　30人
　４　受講申込み
   （１） 受付期間
          令和８年５月７日（木）～５月29日（金）（土・日は休み）
　　　　　※　なお、定員になり次第締め切ります。先に電話連絡で受講可能かどうか必ず確認してください。
   （２） 受付場所
          〒958-0876　村上市塩町12番６号　☎　0254-53-7222（予防課直通）
          村上市消防本部予防課で受付けます。
（３） 必要な書類等
       ア  受講票　　消防本部予防課で準備していますので、必要事項を記入のうえ
申込みください。なお、受講票は６月１日以降に発送の手続きをおこ
ないます。
イ　写真１枚　最近６ケ月以内に撮影した、上半身無帽のタテ４㎝、ヨコ３㎝
の写真を受講票の所定の欄に貼付してください。
　（４） 費用　テキスト代4,100円（講習初日に会場で業者が物品販売を行う予定です。）
   （５） その他
        ア　受講票返信用ハガキに切手を貼付すること。ただし、受講票を直接消防本部予防課に取りにくる場合は不要となりますので、受付時に係員に申し付けください
        イ　受講者には受講番号等を記載した受講票を、講習日の７日前までに郵送します。（期日までに届かない場合は、消防本部予防課まで連絡してください。）
　５　修了証の交付　　　　
      ２日間の全日程を受講した方に対して修了証を交付します。
  ６　その他
    （１）　講習両日とも午前８時30分から８時50分までに受付を終了してください。
　　（２）　受講票を必ず持参し、受付時に提示してください。
    （３）　定刻までに受付を終えない場合は、受講できませんので十分注意してください。
    （４）　昼食は、各自で準備願います。
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